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開会 午前１０時３０分 
 

伊藤委員長 

平成２８年第８回教育委員会定例会を開催します。日程第１ 会議録署名委

員の指名を行います。会議録署名委員は、会議規則第１７条第２項の規定によ

り委員長において、齋木寛治君を指名いたします。 
次に、日程第２ 平成２８年第７回土岐市教育委員会定例会会議録の内容に

ついて 承認を求めます。ご異議ありませんか。 
委員 

異議なし 
伊藤委員長 

次に、日程第３ 議第１７号 土岐市立幼稚園条例の一部を改正する条例に

ついて を議題といたします。本件について、事務局の説明を求めます。 
水野市民部長 

＜提案説明＞ 

伊佐治子育て支援課長 

＜資料により説明＞ 
伊藤委員長 

これより質疑・討論を行います。質疑・討論はありませんか。 
表の市民税非課税世帯の７，０００円は４，０００円が給食費でしたが、そ

うすると１１時間と８時間の方はなぜ２，０００円や１，６００円で足りるの

ですか。 
伊佐治子育て支援課長 

保育園は給食費を別途取ることはしていません。主食代５００円だけは頂い

ていますが、保育料に含まれているという考え方になっています。 
伊藤委員長 

そうすると１１時間も８時間も４，０００円を足せばいいのですか。 
伊佐治子育て支援課長 

保育料が全てで給食費は別途徴収していません。 
伊藤委員長 

１１時間は２，０００円ですよね。給食費は入ってないのですよね。 
伊佐治子育て支援課長 

保育園は給食費を徴収しておりません。最初から保育料に含まれているとい

う考え方です。 
伊藤委員長 

６時間だけ幼稚園だから給食費が入るという事ですか。給食費が入っている



ものと入っていないものを一緒にグラフにすることは、あたかも７，０００円

がすごく高くて、バランスがすごく悪い表のように見えるのですが、現実には

そうではないですよね。 
伊佐治子育て支援課長 

給食費は保育園にはございませんので、実際に負担していただく金額が２，

０００円になります。 
伊藤委員長 

保育園は、給食費は払わないという事は給食がないという事ですか、 
伊佐治子育て支援課長 

保育料の中に含まれているという事です。 
伊藤委員長 

２，０００円プラス給食費を払っているという事ですよね。 
水野市民部長 

保育園の保育料というものは、給食費も含めてで、土岐市は５００円だけ実

費分をもらっていますが、それは置いておきまして、２，０００円を含めて保

育というサービスの提供の中に給食の提供という行為が入っています。幼稚園

は、国の標準時間は４時間。土岐市は６時間で幼稚園の教育をやっております

ので、給食の提供を給食センターからやっております。３歳、４歳、５歳のお

子さんについては、幼稚園に支払う授業料とは別途に給食費を徴収しています。

これは小学校のお子さんと一緒です。実際に比べる時には、実際に保護者の方

にご負担が幾らになるのかという事を明らかにするために、市民税非課税世帯

で幼稚園の授業料として３，０００円、プラス給食費として４，０００円を頂

いているので、市民税非課税世帯の方が幼稚園に１か月預けると７，０００円、

その方が保育園に８時間預けたとしても１，６００円で済むという事で比較が

してあります。 
伊藤委員長 

給食費は結局無いという事ですよね。 
水野市民部長 

入っています。給食費も含めて１，６００円です。 
伊藤委員長 

１１時間保育園に預けた方が安いわけですか。 
水野市民部長 

そういうことです。現実に親御さんにご負担いただく金額については、市民

税非課税世帯の場合は、保育園の方が安くなっています。 
伊佐治子育て支援課長 

左側のグラフの上下を見ていただくと交差の仕方が逆になっていますので、



所得の低い方の場合は、幼稚園の方が負担が大きくなっていまして、普通の所

得の場合は幼稚園の方が低くなっています。 
伊藤委員長 

１１時間の場合は何時から何時までですか。 
伊佐治子育て支援課長 

７時半から夕方の６時半までです。 
伊藤委員長 

認定こども園の場合も、この長時間の保育も同じようになされるという事で

表が作ってあるのですね。 
伊佐治子育て支援課長 

８時間と１１時間は保育が必要という事で認定を受けた方です。 
伊藤委員長 

今の説明でご質問は。 
加藤委員 

保育が必要という事は、保育が欠けるという事が幼稚園についても必要とい

う事でしょうか。 
伊佐治子育て支援課長 

幼稚園の預かり保育というものはこれとは違います。こちらは保護者が働い

ていて保育に欠けるという方がこれにあたります。幼稚園は６時間になります。

認定こども園になりますと、基本的に預かり保育はない形になります。幼稚園

は通常教育が必要な方に通っていただいていますので、時間に迎えに来られる

という前提でおりますので、預かり保育は急な予定で迎えに来られない方が対

象になりますので、恒常的に８時間が必要であれば、保育の方に移ってもらい

ます。 
加藤委員 

保育に欠けるチェックというのは、今後も保育園では残る。幼稚園と認定こ

ども園では、特にそれによる規定はないという事で、よろしいわけですね。 
伊佐治子育て支援課長 

保育園も幼稚園も認定こども園もひとつの枠組みの中で考えることになっ

ているので、その中で必要なサービスを使っていただくという事です。 
水野市民部長 

土岐市の場合は、５歳になったら幼稚園に行くという土岐市方式というもの

がありました。実際に５歳のお子さんで、今延長保育で１９時までお預かりし

ています。引き続き公立園の５歳の場合は行います。認定こども園に変わった

ところは別です。幼稚園の預かり保育がいるかどうかという事については何ら

かわるものではないということでご理解いただければと思います。 



伊藤委員長 

市民税の所得割額２０万円のパターンが作られていますが、これが土岐市に

おける一般的な所得の方の例という事で表を作ったという事で理解してもよ

ろしいですか。 
伊佐治子育て支援課長 

所得階層の中で、一番人数の多い層という事で、例で取り上げさせていただ

きました。 
伊藤委員長 

この表で１１時間とか８時間とか負担額の差がないのですが、６時間の場合

は９，０００円が１５，２００円になるという事でよろしいですか。 
伊佐治子育て支援課長 

はい 
伊藤委員長 

そうすると、保育園で２５，９００円払っていた人が、幼稚園に行ったらと

ても安くなっていたのが、今後そうはいかなくなるという理解でよろしいでし

ょうか。 
水野市民部長 

そういうことです。６時間と８時間の差、夏休みの有る無しによる年間の保

育サービスの総量を勘案しまして、こういった形に変更をしたということです。 
伊藤委員長 

６時間、８時間、１１時間の利用者の割合ですが、どのくらいの方が６時間

の割合ですか。これは８０％、９０％あるのか、１０％や２０％しかいないの

か。どうなっていますか。 
水野市民部長 

１１時間と８時間は、０歳児からやっております。幼稚園教育は３歳児以上

しかやっておりません。３歳以上の保育で公立保育園の人数が５９０人 
伊藤委員長 

大体でいいですよ。どのくらいの比率で１１時間、８時間、６時間がいるの

かを知りたいのです。 
水野市民部長 

８時間のお子さんが３３１人、１１時間の契約をしているお子さんが３４５

人 
伊藤委員長 

６時間の人の方が少ないという事ですか。 
水野市民部長 

少ないです。 



伊藤委員長 

６時間の人の方が、１１時間や８時間の保育の人よりも少ないという事です

か。今回９，０００円が、１５，０００円になる方が６時間の方ですよね。そ

の方にとっては非常に重い負担となってくるわけですが、その割合が保育を受

ける方の大半だということになるとかなり問題になると思いますが、人数的に

少なければいいのですが、その辺で多いか少ないかが気になったのです。わか

らなければ次回でもいいのです。長時間の保育を必要とされる方というのは、

お仕事をされているからこそ必要であって、食べていくためにやっているので

す。やらざるを得ない生活状況の中で、長時間保育を選ばざるを得ない状況の

中で、家庭においてその負担が増えるのは問題かなと思う。２０万円の一般的

な方の割合の問題が、６時間の方の割合が多いか少ないかで見たのですが、そ

こがあまり多くなければそれはそれでしょうがないかと思いますが、逆に今度

市民税の非課税世帯の方から見ると短時間の保育をしている方から見ると安

くなるのですが、１１時間と８時間の人が、４，０００円と３，６００円に増

えてしまうと、２，０００円が４，０００円になることは、どうってことは無

いとみることも可能ではないと思いますが、この市民税の非課税世帯は非常に

所得の低い人で、非常に苦しい思いをして長時間働かざるを得ないところに追

い込まれた方々であると、そうした方々の所の保育料が、１，０００円、２，

０００円であっても増えることは、非常に痛みを伴う事ではないかなという気

がしてならないのですが、その辺は市の方針としてどう考えられてこういった

形になったのですか。単に平行線に合えば公平になったでは済まないと思いま

す。 
水野市民部長 

今回の見直しは、国の定める公定価格というものがございます。公定価格を

大幅に下回る価格で保育料については設定をしております。保育料については、

先程５００円の実費を徴収しておりますが、これはすべて市の方のお金でやる

ということと、非課税世帯の保育標準時間と保育短時間については、保育料は

増額という事になりますが、国の定める公定価格よりもさらに抑えてあります。

全市的な見直しの中で、なるべく公平なご負担を頂くという考え方の中で、見

直しの中でご理解を頂きたいと思います。全般的には保育時間、特に保育短時

間については値下げをして、教育標準時間については値上げになりますが、所

得の低い教育標準時間は実費分の４，０００円も保育料に入れるという事でバ

ランスを取れていると思います。確かに２，０００円が４，０００円、１，６

００円が３，６００円になるということについてのご指摘は、これは受け止め

るべきところではございますが、教育委員会所管部分ではないという事もあり

ますので。 



伊藤委員長 

条例の中の第６条の４に「市長は、必要と認めるときは、預かり保育の保育

料を減額し、又は免除することができる。」とありますが、今回の改正案では

無くなっているのですが、そうすると個別の案件を見た時に必要だと思われる

時に、個別的に減額免除をとることができるからこういう市民税の非課税世帯

があっても、特殊な状況から見て減免ができるという事があれば、最後に救い

の道があると思うのですが、それも切られ、値段も上がる、長時間働くお前が

悪いというふうになってくる数字になることは納得いきませんがどうですか。 
伊佐治子育て支援課長 

免除の規定は、土岐市特定教育・保育施設等に関する利用者負担額等を定め

る条例に一元化するということで、そちらの方の５条に減免の規定があります

ので、そちらで対応できます。 
伊藤委員長 

非課税世帯であっても、体が悪くてなかなか働けないけれども、少しずつで

も働いて、子どもも面倒を見てもらいたいというようなところに特殊事情があ

れば、改定後からも更に減免していただけると考えてよろしいですね。 
伊佐治子育て支援課長 

個別対応になりますが、状況によっては可能性があると考えていただいて結

構です。今回は、幼稚園を中心に話をさせていただいていますが、保育園につ

いては負担軽減がかなりございます。働いていただくという意味で言うと、幼

稚園よりも寧ろ保育園でお子さんを預けていただく方が多いと思いますので、

そういった意味ではいい意味での影響があると思います。保育標準時間ですと、

半数以上の方が軽減の対象と階層となっていますので、そういった面では、全

体として、保育園の方が高くて、幼稚園の方が安いという意見を聞いて、敢え

て幼稚園の預かり保育を使いながら、５歳を通わせているという方もみえるの

で、そういったことも今後体制を整えて見直していきたいと考えています。 
伊藤委員長 

最終的には議会に出て、議会で議論されるという理解でよろしいですね。 
加藤委員 

確認ですが、この条例は市民部から出されるということで、この教育委員会

の議案としては、別紙のとおり意見の申し出をするものとするということです

が、この内容でいいですよという議決が教育委員会としてはありましたという

ことを、この議論の中でするということでよろしいか。教育委員会から提出す

る訳ではないですね。 
水野市民部長 

以前幼稚園に関する予算、今でも予算は教育費ですが、子育て支援課という



課を作った段階で、幼稚園と保育園を一括して市民部で行う。教育委員会から

事務委任を受けております。幼稚園条例の一部改正につきましても、９月の市

議会に提案をさせていただきますが、説明については私、市民部ですることに

なっております。その際に、議員さんから教育委員会内部での議論はどうだっ

たのかというご質問があれば、第８回の定例会では意見を頂いたというお答え

はしますが、教育委員会から特段意見はないという意見を頂いたからといって

こうですよといった説明をすることはありません。一般の議案として市議会の

第１常任委員会での議論をいただくということで考えています。 
伊藤委員長 

この短時間で、この議案に関して良いとか悪いとか、我々委員が言えるほど

能力は無いと思いますし、この短時間でこの内容を全部把握することは難しい

と思います。しかもこの議案に関しては、申し出をする意見に際して採決をす

ることになりますが、これでいいと我々委員が思っていると思われるのは、ち

ょっと問題があると思います。この短時間でこの内容を、出していいですよと

言えるかどうかというと難しくて、この見直しの条例の報告を受けたと、最終

的に結論を出すのは議会ですので、教育委員会は報告を受けて、質疑応答がな

されましたという程度であればいいですが、教育委員会がこの内容を了承した

と言われるのは如何なものかと私は思うのですがどうでしょうか。報告を受け

ましたという形で議題を扱ってもいいですか。 
松原庶務課長 

今回の条例につきましては、市長は教育委員会に意見を聞かなければならな

いという事になっております。その意見をどうするかという事を諮っているわ

けです。この改正案が出てまいりました、別紙のとおり意見の申し出をするも

のとするとなっておりますので、この通りでいいですよという結論を出した場

合は、この通りでいいですという事になりますが、皆さんで議決をされてこの

通りではいけないという事であれば、そういう結論を出したと意見を出すこと

になります。最終的に議会への提出権は市長にありますので、最終的には教育

委員会の意見を聞いて市長がどうするかという事になります。あくまでも教育

委員会として、今回提出された改正案をどういう形にするかという事をこの場

で決めていただければと思います。 
伊藤委員長 

今日色々と意見が出ましたので、それをそのまま市長にもっていっていただ

きたい。採決までは今日はしない。この提案でいいですよという事ではなくて、

今日議論をした内容をそのまま市長にお伝え願いたいとするところで皆さん

の意見を聞かせていただきたいと思います。 
加藤委員 



日程的には、今月の教育委員会の結論しか間に合わないのですか。 
水野市民部長 

先程からお話が出ています通り、特に所得の多い階層の幼稚園使用料は相当

程度値上がりになります。それだけに市民の皆様には早く伝えたい。同時に、

他の体育館の使用料などは１２月にやるという事になっているようですが、市

民部としては早くしたい。９月に５歳以下のお子さんを持つご家庭に案内を送

る段階で、保育料は変わるかもしれませんよと、今年の金額を書いておくこと

は不可能ではないですが、大きく変わることが議論している段階で早くお伝え

することは、非常に大切なことだと認識をしていますので、他の教育委員会の

削られたものは、おそらく１２月の市議会に提案をされると思いますが、この

幼稚園条例の改正、それと教育委員会の所管外の保育園条例等の改正も同様で

ございます。これらはいずれも９月の議会できちっと議決を得て、なるべく早

く保護者の皆さんにお伝えをしたいと、こういう意図でございますので、９月

の市議会に、実は今回保育料の見直しには３本予定をしております。そのうち

教育委員会の所管に係るもの１本を、こういった議案にしていただいたという

事で、３本の条例改正案については９月議会に上程をするスケジュールで考え

ています。 
伊藤委員長 

先程の松原課長のお話では、委員の意見を聞いて最終的に市長が議会に提出

するかどうかを決めるという事なので、我々もいいですよという必要もないし、

意見だけ聞いていただければいいのですよね。 
松原庶務課長 

改正案がこのままでよければいいということであれば、議決していただけれ

ばいいですが、このままでないということであれば、どういう意見を出すのか

ということを決めていただくことになりますので、その辺りを議論していただ

き、どういった意見を出すかをまとめていただきたいです。 
伊藤委員長 

資料の裏付けもなく、この内容で我々にいきなり言われて、はいそうですか

と言えるほど、単純な問題ではない。保育料の問題はシビアな問題ですので、

最終的には議会が色々と調査をしていただき、これでいいのかを決めていただ

くことにはなりますが、我々委員がこの３０分程度の時間で、この内容でいい

とはあまりにも無責任すぎて言えないという事が私の率直な意見です。駄目だ

とかいいとかではなくて、そういう方向で検討しているという報告は受けまし

たまでは言えるけど、これでいいですとはちょっと言い難いです。お墨付きの

ような形で、責任を押し付けられるのは困ります。 
安藤委員 



私も議案を見る限りでは、非常にわかりにくい部分もあるし、委員長もかな

り突っ込んだ時にいえば、分かる部分もあるのですが。あくまでも国が決めた

保育料とか幼稚園の金額にしても土岐市はかなり低いと。近隣自治体や他地区

と見ても、土岐市は低いと。昔はある程度所得をとっていた方から、保育料も

それなりの額を取っていたのですが、低所得者が増えてきて保育料も思うよう

な金額に満たないというか、昔とはかなり状況が違ってきた。そういう中で、

金額のバランスもとれていかないと、今非常に問題になるのは保育園のサービ

スが下がるのも非常に困ることですし、今問題になっている保育士の給料とか、

保育士の確保とかの問題も改善していかないと、今後土岐市においても今後表

に見えるような形の中で説明をしていただけると、もう少し納得していただけ

るのではないかと思います。なかなか言えない部分もあると思いますが、昔は

所得があって運営もできていたが、現状は所得の低い方が、時間の預け方もバ

ランスがくるってきてなかなか運営も難しいですし、市がそれをがまんしなが

らやってきていると、だから変えていけるものは変えていかなければいけない

と、これを変えることによって、運営とかサービスが変わりますよと、保育士

の確保もスムーズにできますよという部分を分かりやすく言っていただける

といいかなと思います。 
加藤藤委員 

今の段階で結論を出すことはできないと思います。まず１点、保育園につい

ては、保育に欠ける事があるので、所得によることは出てくることと思います。

しかし、幼稚園は幼児教育、教育の部分と保育の部分も含まれてくるのだと思

います。教育というものについて、費用が所得によって変わってくるというの

はおかしいかなと。幼稚園に行われる保育の部分において所得によって変わっ

てくることがあると思いますが、それについてもチェックの部分があるべきな

のかなと、保育に欠ける部分がそれをやっている。そのチェックが無いところ

で保育に欠ける部分のランク付けが行われるのは、よろしいとはなかなか申し

上げられない。教育の部分に対して段階を付けるという事は納得がいかない部

分があるので、今の段階で採決をいうことになると私は白票になると思います

けれども、そういうことになるのかなと思います。 
伊藤委員長 

齋木委員、何かご意見はありますか。 
齋木委員 

これは大変難しくて、県でも県の幼稚園協会も認定こども園についての意見

を聞いていますので、色々と分かりますが、市とかいろいろの条件で物事考え

ていかなければと思います。東京などは待機児童がたくさん見えるということ

から言えば、土岐市はほとんど無いですよね。そういう意味でも見直しは必要



かなと私は思っていますけど。 
伊藤委員長 

議第１７号については、この通りの意見でいくということで採択を取ります

が、しないということになるとそれはそれで困ると思いますが、別紙のとおり

意見の申し出をするというものではなくて、我々の今日出た意見をそのまま市

長の方に出していただき、市長にあとはどういうふうに議会に持っていくかを

判断していただくと、意見を聞いていただくことに意味があるので、そうであ

れば今日の意見を持って行っていただくという事でいかがでしょうか。委員の

皆さん如何でしょうか。 
委員 

異議なし 
伊藤委員長 

それでは、そういう形にさせていただきます。 
次に、日程第４ 報第６号 土岐市嘱託員の委嘱について を議題といたし

ます。本件について、事務局の説明を求めます。 
本多教育次長兼学校教育課長 

 ＜資料により説明＞ 
伊藤委員長 

これより質疑・討論を行います。質疑・討論はありませんか。なければ質疑・

討論を終結いたします。それでは、日程第４ 報第６号 土岐市嘱託員の委嘱

については、ご承知おきいただきますようお願いいたします。 
次に、日程第５ 教育長報告 をお願いいたします。 

教育長 

＜報告＞ 

伊藤委員長  
これで本日の日程を全部終了いたしました。これをもって、平成２８年第８

回土岐市教育委員会定例会を閉会いたします。 
 


